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重要事項説明書 

 

 
１．事業者の概要 

（１）法人名 株式会社リンクル 

（２）法人所在地 兵庫県神戸市中央区中町通 3丁目 1-15-902 

（３）連絡先 電話 078-381-9562 ＦＡＸ 078-381-9569 

（４）代表者氏名 代表取締役 横山 卓弘  

（５）設立年月      平成 22 年 10 月 5 日 

２．事業所の概要 

（１）事業所の種類 指定訪問看護事業所 

 令和 5年 2月 1日指定 兵庫県第 2865190637 号 

（２）事業の目的 看護が必要な利用者に対し、指定訪問看護の円滑な運営管理図ると

ともに、利用者の意思及び人格を尊重し、利用者の立場に立った適

切な指定訪問看護の提供を確保することを目的とする。 

（３）事業所の名称 やまとうみ 訪問看護ステーション 

 令和 5年 2月 1日指定 兵庫県第 2865190637 号 

（４）事業所の所在地    兵庫県神戸市中央区中町通３丁目 1-15-902 

（５）事業所の連絡先    電話 078-381-9562 ＦＡＸ078-381-9569 

（６）事業所長（管理者）氏名  宮本 千鶴（みやもと ちづる） 

（７）当事業所の運営方針 

①事業所が実施する事業は、利用者が可能な限りその居宅において、自立した日

常生活を営むことができるように配慮して、その療養生活を支援し、心身機能

の維持回復を図るものとする。 

②事業の実施に当たっては、利用者の状態の軽減若しくは悪化の防止に資するよう、

その療養上の目標を設定し、計画的に行うものとする。 

③事業の実施に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に

立ったサービスの提供に努めるものとする。 

（８）開設年月 令和 5年 2月 1日 

（９）事業所が行っている業務 

   当事業所では、次の事業を実施しています。 

   介護保険法に基づく介護訪問看護事業 

   介護保険法に基づく介護予防訪問看護事業 

   医療保険法に基づく訪問看護事業 

   自立支援医療に基づく訪問看護 

 

３．事業実施地域及び営業時間 

（１）通常の事業の実施地域 神戸市（須磨区・兵庫区・長田区・中央区・灘区） 

（２）営業日及び営業時間   

営業日 月曜日～金曜日（12 月 30 日～1 月 3 日を除く） 

受付時間 月曜日～金曜日 ９：００～１７：３０ 

サービス提供時間帯 月曜日～金曜日 ９：００～１７：３０ 

ただし上記営業日、営業時間、サービス提供時間のほかについては、利用者のご希望

により、その都度相談によりサービスの提供をするとともに、電話、ファクシミリ等に
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より２４時間連絡を取れる体制をとります。 

 

４．職員の体制 

 当事業所では、ご利用者に対して指定訪問看護サービスを提供する職員として、以下の

職種の職員を配置しています。 

<主な職員の配置状況>※職員の配置については、指定基準を遵守しています。 

職種 
常勤 

（人） 

非常勤 

（人） 

合計員数 

（常勤換

算） 

資格等 

管理者 1 ― ―  

看護職員 1 3 3.7 正看護師 5 人 

PT・OT・ST   5 1 5.8 
理学療法士 3 人、作業療法士 3

人 

事務員      0 1 0.5  

※常勤換算：職員それぞれの週あたりの勤務延時間数の総数を当事業所にお

ける常勤職員の所定勤務時間数（例：週 38.45 時間）で除した数です。 

 

５．当事業所が提供するサービスと利用料金 

 当事業所では、ご利用者のご家庭に訪問し、サービスを提供します。 

当事業所が提供するサービスについて、下記の場合があります 

（1） 訪問看護計画書に基づく指定訪問看護 

（2） 介護予防訪問看護計画書に基づく指定介護予防訪問看護 

（3） 医師の指示による指定訪問看護 

（4） 自費による訪問看護サービス 

 

 ご利用者に対する具体的なサービスの実施内容、実施日及び実施回数は、居宅サービス

計画（ケアプラン）がある場合には、それを踏まえた訪問看護計画に定められます。利用

者の希望、主治医の指示及び心身の状況を踏まえて、療養上の目標、当該目標を達成する

ための具体的なサービス内容を記載いたします。 

  （サービス内容の例） 

① 病状・障害の観察 

② 清拭・洗髪等による清潔の保持 

③ 食事および排泄等日常生活の世話 

④ 床ずれの予防・処置  

⑤ リハビリテーション 

⑥ ターミナルケア 

⑦ 認知症患者の看護 

⑧ 療養生活や介護方法の指導 

⑨ カテーテル等の管理 

10 小児の訪問看護とご家族への相談・支援 

11 その他医師の指示による医療処置 

 

＜サービス利用料金＞ 

（１）サービスの料金には以下のものがございます。 



3 

 

 介護保険の給付の対象となるサービス 

 医療保険の給付の対象となるサービス 

 公費給付の対象となるサービス 

 自費によるサービス 

 詳しくは料金表をご参照ください。 

（２）介護保険の給付対象とならないサービス 

 以下のサービスは、利用料金の全額がご利用者の負担となります。 

 ○介護保険給付の支給限度額を超える訪問看護サービス 

（３）複写物の交付 

ご利用者は、サービス提供についての記録をいつでも閲覧できますが、複写物を必要

とする場合には 1枚につき２０円の実費をご負担いただきます。 

経済状況の著しい変化その他やむを得ない事由がある場合、相当な額に変更すること

があります。その場合事前に変更の内容と変更する事由について、変更を行う 2 か月前

までに文書でご連絡します。 

（４）交通費 

通常の事業実施地域以外の地区にお住まいの方で、当事業所のサービスを利用される

場合は、サービスの提供に際し、要した交通費の実費をいただきます。 

サービス提供エリア外  電車、バス等の交通機関を利用した場合の相当の額 

（５）利用料金のお支払い方法 

前記（１）（２）の料金・費用は、１か月ごとに計算し、事業者が利用月の翌月に利用

者に届ける請求書により、利用月の翌月２５日ごろまでに、直接現金もしくは事業者指

定の銀行口座への振り込み・引き落としにてお支払い下さい。 

なお、事業者は利用者からの支払いを確認した後、領収書を発行します。 

（６）利用の中止、変更、追加 

○ 利用予定日の前に、ご利用者の都合により、訪問看護サービスの利用を中止、変更、

又は新たなサービスの利用を追加することができます。この場合にはサービスの実施

日の前日の１８時（休日を挟む場合は、当該休日を除いた前営業日の１８時）までに

事業者に申し出てください。 

○ 利用予定日の前日の１８時（休日を挟む場合は、当該休日を除いた前営業日の１８

時）までに申し出がなく、当日になって利用の中止の申し出をされた場合、取消料と

して下記の料金をお支払いいただく場合があります。但しご利用者の体調不良等正当

な事由がある場合は、この限りではありません。 

・ ご利用時間までにご連絡頂いた場合 → 無料 

・ 連絡がなく自宅におられない場合  → １提供あたり 1,000 円を請求いたしま

す。 

○ サービス利用の変更・追加の申し出に対して、訪問看護員の稼働状況により利用者

の希望する期間にサービスの提供ができない場合、他の利用可能日時を利用者に提示

して協議します。 

（７）24時間対応体制加算 

       お客様が安心してご自宅で暮らせるよう、当事業所は 24時間体制を行っています。 

       ご利用には、契約書へのお申込みが必要です。 

 

 

６．サービスの利用に関する留意事項 

（１）サービス提供を行う訪問看護師 
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  訪問看護員の配置は、多面的な視点で関わることを目的に担当を置かずサービス  

を提供させていただきます。 

 

（２）訪問看護師の交替 

  ご利用者からの交替の申し出 

選任された訪問看護師の交替を希望する場合には、当該訪問看護師が業務上不適当と

認められる事情その他交替を希望する理由を明らかにして、事業者に対して訪問看護

師の交替を申し出ることができます。ただし、ご利用者から特定の訪問看護師の指名

はできません。 

（３）サービス実施時の留意事項 

1 定められた業務以外の禁止 

利用者は「５．当事業所が提供するサービス」で定められたサービス以外の業務を

事業者に依頼することはできません。 

2 訪問看護サービスの実施に関する指示・命令 

訪問看護サービスの実施に関する指示・命令はすべて事業者が行います。 

但し、事業者は訪問看護サービスの実施にあたって利用者の事情・意向等に 

十分に配慮するものとします。 

3 備品等の使用 

訪問看護サービス実施のために必要な備品等（水道・ガス・電気を含む）は 

無償で使用させていただきます。 

④家族等への連絡 

利用者様から特にご希望があった場合には、利用者様に連絡するのと同様の通知を

ご家族等へ行うことといたします。 

⑤理学療法士、作業療法士等による訪問看護 

理学療法士、作業療法士等による訪問看護は看護業務の一環としてのリハビリテー

ションを中心としたものである場合に、看護職員の代わりに訪問させるものです。

こちらに同意いただいた上でのサービス提供とさせて頂きます。 

 

（４）サービス内容の変更 

サービス利用当日に、ご利用者の体調等の理由で予定されていたサービスの実施ができ

ない場合には、サービス内容の変更を行います。その場合、事業者は、変更したサービ

スの内容と時間に応じたサービス利用料金を請求します。 

（５）訪問看護師の禁止行為 

訪問看護師は、ご利用者に対する訪問看護サービスの提供にあたって、次に該当する行

為は行いません。 

① 医師の指示以外の医療処置 

② 訪問看護計画以外のサービスの提供 

③ 利用者もしくはその家族等からの金銭又は高価な物品の授受 

④ 利用者の家族等に対するサービスの提供 

⑤ 飲酒及び利用者もしくはその家族等の同意なしに行う喫煙 

⑥ 利用者もしくはその家族等に対して行う宗教活動、政治活動、営利活動 

⑦ その他利用者もしくはその家族等に行う迷惑行為 
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７．苦情の受付について 

（１）苦情の受付 

当事業所に対する苦情やご相談は以下の専用窓口で受け付けます。 

○苦情受付窓口（担当者） 管理者 宮本 千鶴 

   ○受付時間        毎週月曜日～金曜日 ９：００～１７：００ 

       ○受付時間内の相談方法  電話、ＦＡＸ、面談にて対応いたします 

（２）行政機関その他苦情受付機関 

神戸市 福祉局  

監査指導部 介護保険担当 

電話番号：078-322-6326   

受付時間：8：45～17：30（12 時～13 時休み） 

兵庫県国民健康保険団体連合会 

介護サービス苦情相談窓口 

電話番号：078-332-5617   

受付時間：8：45～17：15 

神戸市生活情報センター 

（契約についてのご相談） 

電話番号：078-371-1221 

受付時間：8：45～17：30 

 

８．利用者及びその家族に関する秘密保持、個人情報の保護について 

 

利用者及びその家族に関する秘密保持について 

1 事業者は、利用者の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働

省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガ

イドライン」を遵守し、適切な取り扱いに努めるものとします。 

2 事業者及び事業者の使用する者（以下「従業者」という。）は、サービス提供をする

上で知り得た利用者及びその家族の秘密を正当な理由なく、第三者に漏らしません。 

また、この秘密を保持する義務は、サービス提供契約が終了した後にも継続します。 

3 事業者は、従業者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、

従業者である期間及び従業者でなくなった後においても、その秘密を保持するべき旨

を、従業者との雇用契約の内容とします。 

個人情報の保護について 

1 事業者は、利用者から予め同意を得ない限り、サービス担当者会議等において、利用

者の個人情報を用いません。また、利用者の家族の個人情報についても、予め同意を

得ない限り、サービス担当者会議等で利用者の家族の個人情報を用いません。 

2 事業者は、利用者及びその家族に関する個人情報が含まれる記録物（紙によるものの

他、電磁的記録を含む。）については、善良な管理者の注意をもって管理し、また処

分の際にも第三者への漏洩を防止するものとします。 

3 事業者が管理する情報については、利用者の求めに応じてその内容を開示することと
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し、開示の結果、情報の訂正、追加または削除を求められた場合は、遅滞なく調査を

行い、利用目的の達成に必要な範囲内で訂正等を行うものとします。(開示に際して複

写料などが必要な場合は利用者の負担となります。) 

９．サービスの提供にあたって 

①サービスの提供に先立って、介護保険被保険者証に記載された内容（被保険者資格、要 

介護認定の有無及び要介護認定の有効期間）を確認させていただきます。被保険者の住所 

などに変更があった場合は速やかに当事業者にお知らせください。 

2 利用者が要介護認定を受けていない場合は、利用者の意思を踏まえて速やかに当該申

請が行われるよう必要な援助を行います。また、居宅介護支援が利用者に対して行わ

れていない等の場合であって、必要と認められるときは、要介護認定の更新の申請

が、遅くとも利用者が受けている要介護認定の有効期間が終了する 30 日前にはなされ

るよう、必要な援助を行うものとします。 

3 利用者に係る居宅介護支援事業者が作成する「居宅サービス計画（ケアプラン）」に

基づき、主治の医師の指示並びに利用者の心身の状況、また利用者や家族の意向を踏

まえて、｢訪問看護計画｣を作成します。なお、作成した「訪問看護計画」は、利用者

又は家族にその内容を説明いたしますので、ご確認いただくようお願いします 

4 サービス提供は「訪問看護計画｣に基づいて行ないます。なお、「訪問看護計画」は、

利用者等の心身の状況や意向などの変化により、必要に応じて変更することができま

す。 

5 看護職員に対するサービス提供に関する具体的な指示や命令は、すべて当事業者が行

ないますが、実際の提供にあたっては、利用者の心身の状況や意向に充分な配慮を行

ないます。 

 

10．虐待の防止について 

事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために、次に掲げるとおり必要な措置

を講じます。 

 （１）虐待防止に関する責任者を選定しています。 

虐待防止に関する責任者 宮本 千鶴 

 （２）成年後見制度の利用を支援します。 

 （３）苦情解決体制を整備しています。 

 （４）従業員に対する虐待防止を啓発・普及するための研修を実施しています。 

 （５）サービス提供中に、当事業所従業員又は養護者（現に養護している家族・親族・

同居人等）による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかにこ

れを市町村に通報します。 
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11．緊急時の対応方法 

利用者の主治医又は事業者の協力医療機関への連絡を行い、医師の指示に従います。 
 

 

 

主治医 

氏 名   岡田 直己  医師  

医療機関の名称   かがやき糖尿病内分泌クリニック新神戸 

所在地 神戸市中央区加納町１丁目３−２ コトノハコ神戸 1Ｆ 

電話番号① 078-241-1350  (終日・AM・PM  ～  ) 

電話番号②   －       (終日・AM・PM  ～  ) 

 

 

緊急連絡先① 

氏 名   

住 所       

電話番号①    －    －     (終日・AM・PM  ～  ) 

電話番号②   －   －       (終日・AM・PM  ～  ) 

その他連絡先   

また、緊急連絡先に連絡いたします。 

 

12．事故発生時の対応・損害賠償について 

 利用者に対する指定訪問看護の提供により事故が発生した場合は、市町村、利用者

の家族、利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じ

ます。事業者の責任によりご利用者に生じた損害については、事業者は速やかにその損

害を賠償いたします。守秘義務に違反した場合も同様とします 

ただし、その損害の発生について、利用者に故意又は過失が認められる場合には、利用

者の置かれた心身の状況を斟酌して相当と認められる時に限り、事業者の損害賠償額を

減じる場合があります。 

なお、当事業所は損害賠償責任保険に加入いたしております。保険契約の内容について

詳しくお知りになりたい方は、下記要領にて情報開示いたしますので、当事業所管理者

までお申し出ください。 

（1）開示する日時 重要事項説明書３－（２）に定める当事業所の営業日及び営業時間 

（2）開示の場所  当事業所の相談室 

（3）開示の方法  上記場所内での閲覧 

13．身分証携行義務 

訪問看護員は、常に身分証を携行し、初回訪問時及び利用者または利用者の家族から

提示を求められた時は、いつでも身分証を提示します。 

14．心身の状況の把握 

指定訪問看護の提供に当たっては、居宅介護支援事業者が開催するサービス担当者会

議等を通じて、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又

は福祉サービスの利用状況等の把握に努めるものとします。 

 

 



8 

 

15．居宅介護支援事業者等との連携 

1 指定訪問看護の提供に当り、居宅介護支援事業者及び保健医療サービスまたは福祉

サービスの提供者と密接な連携に努めます。 

2 サービス提供の開始に際し、この重要事項説明に基づき作成する「訪問看護計画」

の写しを、利用者の同意を得た上で居宅介護支援事業者に速やかに送付します。 

3 サービスの内容が変更された場合またはサービス提供契約が終了した場合は、その

内容を記した書面またはその写しを速やかに居宅介護支援事業者に送付します。 

 

16．サービス提供の記録 

1 指定訪問看護の実施ごとに、そのサービスの提供日、内容及び利用料等を、サービ

ス提供の終了時に利用者の確認を受けることとします。また利用者の確認を受けた

後は、その控えを利用者に交付します。 

2 指定訪問看護の実施ごとに、サービス提供の記録を行うこととし、その記録は、提

供の日から５年間保存します。 

3 利用者は、事業者に対して保存されるサービス提供記録の閲覧及び複写物の交付を

請求することができます。 

 

17．衛生管理等 

1 看護職員の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行います。 

2 指定訪問看護事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めます。 

 

18．重要事項の変更 

 重要事項説明書に記載されている内容に変更が生じる場合には、その都度、利用者様お

よびそのご家族に対して、その内容を通知する書面を交付の上、口頭で説明し、同意を得

ることとします。 

 

19．ハラスメント対策について 

 サービス利用契約中に、ご利用者様、ご家族様が暴力、ハラスメント行為（叩く・蹴

る・暴言で威嚇する・性的な発言や職員を侮辱する行為等）が認められた場合はサービス

を中止し状況の改善や理解が得られない場合は、契約を解除する場合があります。 
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＜重要事項説明書付属文書＞ 

１．契約締結からサービス提供までの流れ 

 

（１）ご利用者に対する具体的なサービス内容やサービス提供方針については、「居宅サ

ービス計画（ケアプラン）」がある場合はその内容を踏まえ、契約締結後に作成する

「訪問看護計画」に定めます。契約締結からサービス提供までの流れは次の通りです。

（契約書第 3条参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）ご利用者に係る「居宅サービス計画（ケアプラン）」が作成されていない場合のサ

ービス提供の流れは次の通りです。 

①要介護認定を受けている場合 

 

  

         

②訪問看護計画は、居宅サービス計画（ケアプラン）が変更さ

れた場合、もしくはご利用者及びその家族等の要請に応じて、

変更の必要があるかどうかを確認し、変更の必要のある場合に

は、ご利用者及びその家族等と協議して、訪問看護計画を変更

します。 

③訪問看護計画が変更された場合には、ご利用者に対して書面

を交付し、その内容を確認していただきます。 

 

 

①訪問看護計画の原案について、ご利用者及びその家族等に対

して説明し、同意を得たうえで決定します。 

 

 

○作成された居宅サービス計画に沿って、訪問看護計画を変更し、それに 

基づき、ご利用者にサービスを提供します。 

○介護保険給付対象サービスについては、介護保険の給付費額を除いた料金

（自己負担額）をお支払いいただきます。 

居宅サービス計画（ケアプラン）の作成 
         

         

○居宅介護支援事業者の紹介等必要な支援を行います。 

○訪問看護計画を作成し、それに基づき、ご利用者にサービスを提供します。 

○介護保険給付対象サービスについては、利用料金をいったん全額お支払い

いただきます。（償還払い） 
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②要介護認定を受けていない場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

 

 

 

  

要介護認定の申請に必要な支援を行います。 

訪問看護計画を作成し、それに基づき、ご利用者にサービスを提供します。 

介護保険給付対象サービスについては、利用料金をいったん全額お支払い頂きま

す。（償還払い） 

自立と認定された場合 要支援と認定された場合 要介護と認定された場合 

契約は終了しま

す。 

既に実施された

サービスの利用料金

は全額自己負担とな

ります。 

 

地域包括支援センター

（介護予防支援事業

者）への紹介を行いま

す。 

 

居宅サービス計画（ケ

アプラン）を作成して頂き

ます。必要に応じて居宅介

護支援事業者の紹介等必要

な支援を行います。 

 

 

 

居宅サービス計画の作成 介護予防サービス計画の作成 

作成された居宅サー

ビス計画に沿って、訪問

看護計画を変更し、それ

に基づき、ご利用者にサ

ービスを提供します。 

介護保険給付対象サ

ービスについては、介護

保険の給付費額を除いた

料金（自己負担額）をお

支払い頂きます。 

作成された介護予防

サービス計画に沿って、

介護予防訪問看護計画を

作成し、それに基づき、

ご利用者に介護予防サー

ビスを提供します。 

介護保険給付対象サ

ービスについては、介護

保険の給付費額を除いた

料金（自己負担額）をお

支払い頂きます。 
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２．サービス提供における事業者の義務（契約書第 12条、第 13条参照） 

当事業所では、ご利用者に対してサービスを提供するにあたって、次のことを守ります。 

①ご利用者の生命、身体、財産の安全･確保に配慮します 

②ご利用者の体調、健康状態からみて必要な場合には、ご利用者又はその家族等か

ら聴取、確認します。 

③サービスの提供にあたって、緊急時の連絡先として主治医を確認するなど、医

師・医療機関への連絡体制の確保に努めます。 

④ご利用者に提供したサービスについて記録を作成し、2 年間保管するとともに、

ご利用者又は代理人の請求に応じて閲覧させ、複写物を交付します。 

⑤サービス実施時に、ご利用者に病状の急変等が生じた場合は、速やかに主治医へ

の連絡を行う等の必要な措置を講じます。 

⑥事業者及びサービス従事者又は従業員は、サービスを提供するにあたって知り得

たご利用者又はご家族等に関する事項を正当な理由なく、第三者に漏洩しませ

ん。（守秘義務） 

・  ただし、ご利用者に緊急な医療上の必要性がある場合には、医療機関等にご

利用者の心身等の情報を提供します。 

・ サービス担当者会議など、利用者に係る他の介護予防支援事業者等との連携を

図るなど正当な理由がある場合には、その情報が用いられる者の事前の同意を

文書により得た上で、利用者又はその家族等の個人情報を用いることができる

ものとします。 

 

３． サービス利用をやめる場合（契約の終了について） 

本契約の有効期間は、契約締結の日から利用者の要介護認定の有効期間満了日及び医

師の指示期間までとします。保険外の本契約の有効期間は、契約締結の日から１年間

までとします。契約期間満了の７日前までに利用者から契約終了の申し入れがない場

合には、契約は更に同じ条件で更新され、以後も同様となります。 

契約期間中は、以下のような事由がない限り、継続してサービスを利用することがで

きますが、仮にこのような事項に該当するに至った場合には、当事業所との契約は終

了します。（契約書第 19条参照） 

2 ご利用者が死亡した場合 

②要介護・要支援認定によりご利用者の心身の状況が自立と判定された場合 

③事業者が解散した場合、破産した場合又はやむを得ない事由により事業所を閉鎖

した場合 

3 施設の滅失や重大な毀損またはスタッフの不足などにより、ご利用者に対する

サービスの提供が不可能になった場合 

⑤当施設が介護保険の指定を取り消された場合又は指定を辞退した場合 

⑥ご利用者から解約又は契約解除の申し出があった場合 
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（詳細は以下をご参照下さい。） 

⑦事業者から契約解除を申し出た場合（詳細は以下をご参照下さい。） 

（１）ご利用者からの解約・契約解除の申し出 

 契約の有効期間であっても、ご利用者から利用契約を解約することができます。その場

合には、契約終了を希望する日の７日前までに、事業者に対して書面で解約する旨を通

知してください。ただし以下の場合には、即時に契約を解約・解除することができます。 

① 介護保険給付対象外サービスの利用料金の変更に同意できない場合 

② ご利用者が入院された場合 

③ ご利用者に係る居宅サービス計画（ケアプラン）が変更された場合 

④ 事業者もしくはサービス従事者が正当な理由なく本契約に定める訪問看護サービ

スを実施しない場合 

⑤ 事業者もしくはサービス従事者が守秘義務に違反した場合 

⑥ 事業者もしくはサービス従事者が故意又は過失によりご利用者の身体・財物・信

用等を傷つけ、又は著しい不信行為、その他本契約を継続しがたい重大な事情が

認められる場合 

（２）事業者からの契約解除の申し出 

以下の事項に該当する場合には、本契約を解除させていただくことがあります。 

1 ご利用者が、契約締結時又はサービス提供中にその心身の状況及び病歴等の重

要事項について、故意にこれを告げず、又は不実の告知を行い、その結果本契

約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合 

②ご利用者による、サービス利用料金の支払いが３か月以上遅延し、相当期間を定

めた催告にもかかわらずこれが支払われない場合 

③ご利用者が、故意又は重大な過失により事業者又はサービス従事者もしくは他の

利用者等の生命・身体・財物・信用等を傷つけ、又は著しい不信行為を行うこと

などによって、本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合 

4 職員の不足などによりサービスの継続が困難になった場合 

5 その他サービス提供に困難が生じた場合 

6 利用者もしくは家族との信頼関係が保てなくなった場合 

（３）契約の終了に伴う援助 

  契約が終了する場合には、事業者はご利用者の心身の状況、置かれている環境等を勘

案し、必要な援助を行うよう努めます。 
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＜別表一＞ 

個人情報の使用に係る同意書 
 

私（利用者及びその家族）の個人情報については、次に定める条件で、必要最低限の範

囲内で使用することに同意します。 

1. 使用する目的 

(1)利用者の訪問看護サービスに係る支給申請及び更新、変更のため 

(2)利用者に係る個別サービス計画を立案し、円滑にサービスが提供されるために実施す

るサービス担当者会議での情報提供のため 

(3)医療機関、福祉事業者、障害者地域生活支援センター、居宅介護等サービス事業者、

自治体、その他社会福祉団体等との連絡調整のため 

(4)利用者が、医療サービスの利用を希望している場合及び主治医等の意見を求める必要

のある場合 

(5)利用者の利用する居宅介護等事業所内のカンファレンスのため 

(6)行政の開催する評価会議、サービス担当者会議 

(7)その他サービス提供で必要な場合 

(8)上記各号に関わらず、緊急を要する時の連絡等の場合 

２.使用にあたっての条件 

(1)個人情報の提供は上記 1 に記載する目的の範囲内で必要最低限とし、提供にあたって

は関係者以外に決して漏れることのないよう、細心の注意を払うこと。 

(2)事業者は、個人情報を使用した会議・相手方・内容等の経過を記録し、請求があれば

開示すること。 

３.個人情報の内容 

(1)氏名、住所、健康状態、病歴、家族状況・居住環境等、事業者が訪問看護等のサービ 

スを行う最低限必要な利用者や家族個人に関する情報 

(2)その他利用者及び家族に関する情報であって、特定の個人が識別され、または識別さ  

  れ得る情報 

４.使用する期間 

(1)契約書に準ずる。 

(2)本同意書の有効期限は契約締結の日から利用者の要介護認定の有効期間満了日までと

します。 

   但し、契約期間満了の７日前までに利用者から文書による契約終了の申し入れがない

場合には、本契約は更に同じ条件で更新されるものとし、以後も同様とします。 
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＜別表二＞ 

24 時間緊急時対応サービスについて 
 

やまとうみ訪問看護ステーションでは、24時間緊急時対応サービスに対応しております。 
 

・ 提供させていただく内容は以下の通りです。 

このサービスを契約されますと、365 日間 夜間 休日を問わず安心して在宅看護サービス

を受ける事ができます。 

本サービスを受ける場合は 事前に介護保険の緊急時訪問看護加算、または医療保険の 24

時間対応体制加算にご賛同いただき，契約書にてお申込みをしていただく必要があります。 

申込みいただいた利用者には 連絡用電話番号をお伝えいたします。 

症状が思わしくない場合には 連絡用電話番号におかけください。 

専用の電話番号にてご相談（相談は無料）に応じさせていただきます。 

医師の出動が必要な場合には主治医に連絡をとります。 

緊急訪問看護が必要な場合は直接訪問し対応（有料）いたします。 

 

 

＜別表三＞ 

加算の説明について 
※ 緊急時訪問看護加算は、利用者の同意を得て、利用者又はその家族等に対して 24 時間

連絡体制にあって、かつ、計画的に訪問することとなっていない緊急時訪問を必要に

応じて行う旨を説明し、同意を得た場合に加算します 

※ 初回加算は、３か月間ご利用が途切れた場合、再度開始時に算定させていただきます。 

※ 特別管理加算は、指定訪問看護に関し特別な管理を必要とする利用者様(別に厚生労働

大臣が定める状態にあるものに限る。→下段のかっこ内に記載しています。)に対して、

指定訪問看護の実施に関する計画的な管理を行った場合に加算します。なお、「別に

厚生労働大臣が定める状態にあるもの」とは次のとおりです。 

※ 特別管理加算(Ⅰ)は①に、特別管理加算(Ⅱ)は②～⑤に該当する利用者に対して訪問

看護を行った場合に加算します。 

※ ターミナルケア加算は、在宅で死亡された利用者について、利用者又はその家族等の

同意を得て、その死亡日及び死亡日前１４日以内に２日（末期の悪性腫瘍その他別に

厚生労働大臣が定める状態にあるものは 1 日）以上ターミナルケアを行った場合（タ

ーミナルケアを行った後、24 時間以内にご自宅以外で死亡された場合を含む。）に加

算します。 

在宅麻薬等注射指導管理、在宅腫瘍化学療法注射指導管理または在宅強心剤持続投与指導管理もしく

は在宅気管切開患者指導管理を受けている状態にある者又は気管カニューレ若しくは留置カテーテル

を使用している状態にある者、 

在宅自己腹膜指導管理、在宅血液透析指導管理、在宅酸素療法指導管理、在宅中心静脈栄養法指導

管理、在宅成分栄養経管栄養法指導管理、在宅自己導尿指導管理、在宅持続陽圧呼吸療法指導管

理、在宅自己疼痛管理指導管理又は在宅肺高血圧症患者指導管理を受けている状態 

人工肛門又は人工膀胱を設置している状態 

真皮を超える褥瘡の状態 

点滴注射を週３日以上行う必要があると認められる状態 
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その他別に厚生労働大臣が定める状態にあるものとは次のとおりです。 

※ 初回加算は新規に訪問看護計画を作成した利用者に対し、訪問看護を提供した場合に

加算します。また退院時共同指導料を算定する場合は算定しません。 

※ 退院時共同指導料は入院若しくは入所中の者が退院退所するにあたり、主治医等と連

携し在宅生活における必要な指導を行い、その内容を文書により提供した後に場合に

加算します。また初回加算を算定する場合は算定しません。 

※ 複数名訪問看護加算は、二人の看護師等(両名とも保健師、看護師、准看護師又は理学

療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士であることを要する。)が同時に訪問看護を行

う場合(利用者の身体的理由により１人の看護師等による訪問看護が困難と認められる

場合等)に加算します。 

※ 長時間訪問看護加算は、特別管理加算の対象者に対して、１回の時間が１時間３０分

を超える訪問看護を行った場合、訪問看護の所定サービス費(１時間以上１時間３０分

未満)に加算します。なお、当該加算を算定する場合は、別途定めた１時間３０分を超

過する部分の利用料は徴収しません。 

※ 主治の医師(介護老人保健施設の医師を除く)から、急性増悪等により一時的に頻回の

訪問看護を行う必要がある旨の特別の指示を受けた場合は、その指示の日から 14 日間

に限って、介護保険による訪問看護費は算定せず、別途医療保険による訪問看護の提

供となります。 

※ 当事業所と同一建物若しくは同一の敷地内若しくは隣接する敷地内の建物に居住する

利用者又は当事業所における一月当たりの利用者が２０人以上居住する建物の利用者

にサービス提供を行った場合は、上記金額の 90/100 となります。 

同一の敷地内若しくは隣接する建物とは、当該事業所と構造上、外形上、一体的な建

築物及び同一敷地内並びに隣接する敷地にある建築物のうち効率的なサービス提供が

可能なものを言います。 

同一の建物に 20 人以上居住する建物とは、前記に該当するもの以外で当事業所の利用

者が 20 人以上居住する建物を言います。 

（養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、サービス付高齢者向け住宅に限 

る。 

 

 

 

＜別表四＞ 

厚生労働大臣が定める疾病等について 
●表１ （医療保険）  

イ 多発性硬化症、重症筋無力症、スモン、筋萎縮性側索硬化症、脊髄小脳

変性症、ハンチントン病、進行性筋ジストロフィー症、パーキンソン病関連疾患(進行性

核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病（ホーエン・ヤールの重症度分類

がステージ 3 以上であって生活機能障害度がⅡ度又はⅢ度のものに限る)、他系統萎縮症

(綿条体黒質変性症、オリーブ橋小脳萎縮症及びシャイ・ドレーガー症候群)、プリオン

病、亜急性硬化性全脳炎、ライソゾーム病、副腎白質ジストロフィー、脊髄性筋萎縮症、

球脊髄性筋萎縮症、慢性炎症性脱髄性多発神経炎、後天性免疫不全症候群、頚髄損傷及び

人工呼吸器を使用している状態 

ロ 急性増悪その他当該利用者の主治の医師が一時的に頻回の訪問看護が必

要であると認める状態 
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指定訪問看護に係る厚生労働大臣の定める疾病等の利用者（告示第 2 の 1）  

（平成 28 年厚生労働省告示第 57 号） 

■特掲診療料施設基準等別表第七に掲げる疾病等の利用者   

末期の悪性腫瘍、多発性硬化症、重症筋無力症、スモン、筋萎縮性側索硬化症、 脊

髄小脳変性症、ハンチントン病、進行性筋ジストロフィー症、パーキンソン病関 連

疾患（進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症、パーキンソン病（ホーエン・ ヤ

ールの重症度分類がステージ３以上であって生活機能障害度がⅡ度又はⅢ度のも の

に限る。））、多系統萎縮症（線条体黒質変性症、オリーブ橋小脳萎縮症、シャ 

イ・ドレーガー症候群。）、プリオン病、亜急性硬化性全脳炎、ライソゾーム病、 

副腎白質ジストロフィー、脊髄性筋萎縮症、球脊髄性筋萎縮症、慢性炎症性脱髄性 

多発神経炎、後天性免疫不全症候群、頸髄損傷又は人工呼吸器を使用している状態 

の者 

なお、指定訪問看護に係る厚生労働大臣の定める疾病等の利用者は、週４日以上の訪問看

護が利用できる方です。 

■特掲診療料の施設基準等別表第８の各号に掲げる者 

在宅麻薬等注射指導管理、在宅腫瘍化学療法注射指導管理または在宅強心剤持続投

与指導管理もしくは在宅気管切開患者指導管理を受けている状態にある者又は気管

カニューレ若しくは留置カテーテルを使用している状態にある者、 

在宅自己腹膜灌流指導管理、在宅血液透析指導管理、在宅酸素療法指導管理、 在宅

中心静脈栄養法指導管理、在宅成分栄養経管栄養法指導管理、在宅自己導尿指導管

理、在宅人工呼吸指導管理、在宅持続陽圧呼吸療法指導管理、在宅自己疼痛管理指

導管理又は在宅肺高血圧症患者指導管理を受けている状態にある者、人工肛門又は

人工膀胱を設置している状態にある者、真皮を越える褥瘡の状態にある者、在宅患

者訪問点滴注射管理指導料を算定している者 

 

●表２ （介護保険）  

末期の悪性腫瘍患者その他別に厚生労働大臣が定める疾病等  
※指定居宅サービス介護給付費単位数表の訪問看護費の注１の厚生労働大臣が定める疾病等  

（平 21．3．厚労省告示第６８号改正）  

（末期の悪性腫瘍の他の疾病等）  

○多発性硬化症 ○重症筋無力症 ○スモン ○筋萎縮性側索硬化症 ○脊髄小脳変性

症 ○ハンチントン舞踏病 ○進行性筋ジストロフィー症 ○パーキンソン病関連疾患

（進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症、パーキンソン病（ホーエン・ヤール

の重症度分類がステージ三以上であって生活機能障害度がⅡ度又はⅢ度のものに限

る。）をいう。） ○多系統萎縮症（線条体黒質変性症、オリーブ橋小脳萎縮症及び

シャイ・ドレーガー症候群をいう。） ○プリオン病 ○亜急性硬化性全脳炎 ○後天

性免疫不全症候群 ○頸髄損傷及び人工呼吸器を使用している状態  

なお、末期の悪性腫瘍患者その他別に厚生労働大臣が定める疾病等の患者は、介護保険の

訪問看護は行わないので医療保険の訪問看護に移行し週 4 日以上の訪問看護が利用でき

る方です。 
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 ＜料金表＞                       令和６年６月１日 

＜サービス利用料金＞（契約書第 9条参照） 

訪問看護計画書に基づく指定訪問看護 

介護予防訪問看護計画書に基づく指定介護予防訪問看護 

・ご利用時間料金の 1割もしくは 2割もしくは 3割が自己負担となります。 
 

◆介護保険【基本利用料】（1回ご利用時 1割負担分にて算定） 

 

 

サービス提供時間 

９：００～１８：００ 

看護師 理学療法士・作業療法士・言語聴覚士 

20分未満  341 円 1 回(20分)／日 319 円 

30分未満 511 円 2 回(40分)／日 638 円 

30分以上 1時間未満 893 円 3 回(60分)／日 862 円 

1時間以上1時間30分未満 1,223 円   

 

◆介護予防【基本利用料】（1回ご利用時 1割負担分にて算定）※要支援者 

 

 

サービス提供時間 

９：００～１８：００ 

看護師 理学療法士・作業療法士・言語聴覚士 

20分未満  329 円 1 回(20分)／日 308 円 

30分未満 489 円 2 回(40分)／日 616 円 

30分以上 1時間未満 861 円 3 回(60分)／日  

1時間以上1時間30分未満 1,182 円   

【加算等】 

以下の加算はそれぞれの条件により、対象の方に算定いたします。（月毎） 

内容 金額 

初回加算Ⅰ 
（退院日に初回訪問した場合） 

380 円 

初回加算Ⅱ 326 円 

緊急時訪問看護加算Ⅱ 623 円 

特別管理加算Ⅰ 542 円 

特別管理加算Ⅱ 271 円 

ターミナルケア加算 2,710 円 

複数名訪問看護加算（Ⅰ） 30分未満 276 円 30分以上 436 円 

複数名訪問看護加算（Ⅱ） 30分未満 218 円 30分以上 344円 

退院時共同指導加算 651 円 

 

時間外加算 

夜間 18:00～22:00 基本利用料の 1.25％ 

早朝 06:00～08:00 基本利用料の 1.25％ 

深夜 22:00～06:00 基本利用料の 1.50％ 

※准看護師による訪問は上記単位の 100分の 90 で算定 

※利用負担額の計算方法（上記料金表は、４等級地で計算しています。） 

 単位数×地域単位（10.84円）×１割負担＝サービス自己負担額 
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【訪問リハビリ】 

 

・看護師が行う場合[要介護] 

 ３０分未満 ３０分〜６０分未満 ６０分〜９０分未満 

基本単位 ４７１単位 ８２３単位 １１２８単位 

利用者負担 

（介護保険適用） 

１割負担 ５１１円 ８９３円 １２２３円 

２割負担 １０２１円 １７８５円 ２４４６円 

３割負担 １５３２円 ２６７７円 ３６６９円 

 

・理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が行う場合[要介護] 

 ２０分（１回） ４０分（２回） ６０分（３回） 

基本単位 ２９４単位 ５８８単位 ７９５単位 

利用者負担 

（介護保険適用） 

１割負担 ３１９円  ６３８円  ８６２円 

２割負担 ６３８円 １２７５円 １７２４円 

３割負担 ９５６円 １９１２円 ２５８６円 

その他の加算 
初回加算、もしくは退院時共同指導加算がかかる 

 場合がございます 

 

・看護師が行う場合[要支援] 

 ３０分未満 ３０分〜６０分未満 ６０分〜９０分未満 

基本単位 ４５１単位 ７９４単位 １０９０単位 

利用者負担 

（介護保険適用） 

１割負担 ４８９円  ８６１円 １１８２円 

２割負担 ９７８円 １７２２円 ２３６３円 

３割負担 １４６７円 ２５８２円 ３５４５円 

 

・理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が行う場合[要支援] 

 ２０分（１回） ４０分（２回）  

基本単位 ２８４単位 ５６８単位  

利用者負担 

（介護保険適用） 

１割負担 ３０８円  ６１６円  

２割負担 ６１６円 １２３２円  

３割負担 ９２４円 １８４８円  

その他の加算 
初回加算、もしくは退院時共同指導加算がかかる 

 場合がございます 
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医療保険に基づく指定訪問看護◆医療保険【基本利用料】 

訪問看護管理療養費 
月の初日 7,670 円 

２日目以降 3,000 円 

訪問看護基本療養費 Ⅰ 
看護師・保健師 

週３回まで（１日１回につき） 5,550 円 

４日以降（１日１回につき） 6,550 円 

理学療法士・作業療法士・言語聴覚士 １日１回につき 5,550 円 
悪性腫瘍の利用者に対する緩和ケア、褥瘡ケ

ア又は人工肛門ケア及び人工膀胱ケアに係る

専門の研修を受けた看護師による場合 

週３回まで（１日１回につき） 12,850 円 

４日以降（１日１回につき） 12,850 円 

４日以降（１日１回につき） 6,050 円 

訪問看護基本療養費 Ⅱ 
（看護師・保健師・理学療法士・作業療

法士・言語聴覚士） 

同一日に２人 
週３日まで 5,550 円 

週４日以上 6,550 円 

同一日に３人以上 
週３日まで 2,780 円 

週４日以上 3,280 円 

訪問看護基本療養費 Ⅲ １回 8,500 円 

精神科訪問看護基本療養費 Ⅰ 

看護師・保健師・作業療法士 

週３日目まで（３０分以上の場合） 5,550 円 

週３日目まで（３０分未満の場合） 4,250 円 

週４日目以降（３０分以上の場合） 6,550 円 

週４日目以降（３０分未満の場合） 5,100 円 

精神科訪問看護基本療養費 Ⅰ 

准看護師 

週３日目まで（３０分以上の場合） 5,050 円 

週３日目まで（３０分未満の場合） 3,870 円 

週４日目以降（３０分以上の場合） 6,050 円 

週４日目以降（３０分未満の場合） 4,720 円 

精神科訪問看護基本療養費 Ⅱ 施設への訪問 1,600 円 

精神科訪問看護基本療養費 Ⅲ 

看護師・保健師・作業療法士 

同一建物 

同一日

に２人 

週３日目まで（３０分以上の場合） 5,550 円 
週３日目まで（３０分未満の場合） 4,250 円 
週４日目以降（３０分以上の場合） 6,550 円 
週４日目以降（３０分未満の場合） 5,100 円 

同一日

に 

３人以

上 

週３日目まで（３０分以上の場合） 2,780 円 

週３日目まで（３０分未満の場合） 2,130 円 

週４日目以降（３０分以上の場合） 3,280 円 

週４日目以降（３０分未満の場合） 2,550 円 

精神科訪問看護基本療養費 Ⅲ 

准看護師 

同一建物 

同一日

に２人 

週３日目まで（３０分以上の場合） 5,050 円 

週３日目まで（３０分未満の場合） 3,870 円 

週４日目以降（３０分以上の場合） 6,050 円 

週４日目以降（３０分未満の場合） 4,720 円 
同一

日に 

３人

以上 

週３日目まで（３０分以上の場合） 2,530 円 
週３日目まで（３０分未満の場合） 1,940 円 
週４日目以降（３０分以上の場合） 3,030 円 
週４日目以降（３０分未満の場合） 2,360 円 

精神科訪問看護基本療養費 Ⅳ 外泊時 8,500 円 
 

 

 

 

【加算等】 

 
内容 金額 

24 時間対応体制加算 6,520 円 



20 

 

特別管理加算Ⅰ 5,000 円 

特別管理加算Ⅱ 2,500 円 

複数名訪問加算（1回につき） 看護師 4,500 円 准看護師 3,800 円 補助者 3,000 円 

緊急訪問看護加算 月 14 日目まで：2,650 円、月 15 日以降：2,000 円 

難病等複数回訪問加算 1 日に 2回 4,500 円 1 日に 3回以上 8,000 円 

長時間訪問看護（90 分以上） 5,200 円 

特別管理指導加算 2,000 円 

退院時共同指導加算 8,000 円 

退院支援指導加算 6,000 円 

在宅患者連携指導加算 3,000 円 
在宅患者緊急時カンファレンス加算 2,000 円 
訪問看護医療 DX 情報活用加算 50 円（月 1回） 

ターミナルケア加算 1/2 25,000 円/10,000 円 

夜間・早朝訪問加算 6 時〜8時・18 時〜22 時  2,100 円 

深夜訪問加算 22 時〜6時        4,200 円 

  

厚生労働大臣の定める疾病等（別表三）にあたる方または、精神科を標榜する医療機関の

医師からの指示を受けた方は、医療保険でのご利用となります。 

※急性憎悪時、退院直後、気管チューブ使用者、真皮を超える褥瘡のある方で頻回な訪問

が必要な方は、特別訪問看護指示書を用いての医療保険でのご利用となります。 

※長時間訪問看護加算 対象者 

１）人工呼吸器を使用している状態にある方  ２）１５歳以下の超重症児・準超重症児 

３）特別訪問看護指示期間の方        ４）特別管理加算Ⅰ・Ⅱの対象者の方 

 

【その他利用料】 
死後の処置 11,000 円（税込 10％） 

 

【月額費用ご利用例】 

訪問看護管理療養費＋基本療養費（Ⅰ）×１割負担※ 

月の初回訪問時・・・・・7,670 円＋5,550 円×0.1＝1,322 円 

２回目以降 1 回につき・・3,000 円＋5,550 円×0.1＝855 円 

※基本料金に対して   

社会保険・国民健康保険    ： 3割負担 

他、各種医療保険       ： 負担割合分 

後期高齢者医療被保険     ： 負担割合分 

各種、公費負担医療費受給者証 ： 負担なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


